
 

 

　　　　　　　　　　 がまごおり「みらいキャンバス」

　　　　　　　 整備運営事業者選定アドバイザリー業務

公募型プロポーザル実施要領

令和8年1月

蒲郡市



1 

 

がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務（以下「本業

務」という。）の内容並びに本業務に係る公募型プロポーザルの各種手続、要件及び審

査等の内容については、次のとおりとする。 

 

第１ 業務の目的 

蒲郡市は、がまごおり「みらいキャンバス」基本構想（令和６年６月策定、以下「基本構

想」という。）において、蒲郡市公共施設マネジメント実施計画で定められた全市利用型

施設におけるリーディングプロジェクトの推進のための基本的な理念や施設コンセプ

ト、施設概要等を示し、がまごおり「みらいキャンバス」基本計画（令和７年１１月策定、以

下「基本計画」という。）において、より具体的な事業・サービスや機能、運営の方向性、

事業スケジュール及び事業手法をDBO方式とすることを示した。 

本業務は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 （平

成11年法律第117号）（以下、「PFI 法」という。）」に準拠し、これまでの基本計画等を

踏まえ、実施方針等の作成から民間事業者との事業契約締結までの検討・手続きに関

する総合的な支援を行うことを目的とする。 

 

第２ 業務の概要 

1 業務名 

  がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務 

２ 業務内容 

  がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務委託仕様

書（案）のとおり 

３ 業務期間 

契約締結日から令和９年１２月３１日まで 

４ 契約方法 

  公募型プロポーザル方式による随意契約 

５ 契約上限金額 

  金８４,２00,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）  

令和８年度分は64,273千円、令和９年度分は19,927千円を上限とすること。 

 

第３ 担当部局 

〒４４３－８６０１ 蒲郡市旭町１７番１号 

蒲郡市教育委員会教育政策課 みらいキャンバス係 

TEL  ０５３３－６６－１２１9 

FAX  ０５３３－６６－１１８4 

電子メール mirai-canvas@city.gamagori.lg.jp 
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第４ 参加資格要件 

   申込時において、以下に掲げる要件をすべて満たしていること。 

   なお、申込において提出された書類の記載事項に虚偽があった場合は、直ちに参

加資格を失うものとする。 

  １ 平成2７年度以降に、国又は地方公共団体等が発注する「公立図書館（分館を除

く）」又は「座席数5００席以上のホール施設」のいずれかを含んだ複合機能を有す

る公共施設の整備・運営等に関するPFI（BTO方式等）又はDBO方式におけるア

ドバイザリー業務を元請として受託し、履行した実績を有すること。 

  ２ 統括責任者には、本業務に精通し十分な知識と経験を有する者として、国又は地

方公共団体が発注する複合施設の整備・運営等に関する PFI アドバイザリー業

務の経験を有する者を配置すること。 

  ３ 蒲郡市入札参加資格者名簿に登録されている又は登録の手続き中であること。 

  ４ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

  ５ 公募の日から契約締結日までのいずれの日においても、本市契約に係る指名停

止の措置を受けていない者であること。 

  ６ 「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２３年４

月１日付け蒲郡市長・蒲郡警察署長締結）に基づく排除措置を受けていない者で

あること。 

  ７ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法

にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態

が著しく不健全である者でないこと。 

  ８ 相互に資本関係又は人的関係にある者が本プロポーザルに参加していないこ

と。 

 

第５ 選考スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。なお、各実施内容に

おける詳細事項等については、第６以降の内容を確認すること。 

実施内容 実施期間  

実施要領等の公表日 
及び実施要領等配布期間 令和８年１月７日（水）～令和８年１月２３日（金） 

質疑応答書の提出 令和８年１月７日（水）～令和８年１月１４日（水） 

質疑応答に対する回答 令和８年１月１９日（月） 

参加表明書の提出 令和８年１月１９日（月）～令和８年１月２３日（金） 

参加資格要件確認結果通知 
及び提案書提出要請 令和８年１月２８日（水） 
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提案書の提出 令和８年２月２日（月）～令和８年２月１0 日（火） 

プレゼンテーション（選考会） 令和８年２月１９日（木） 

提案書審査結果の通知 令和８年２月２５日（水） 

契約締結（予定） 令和８年４月１日（水） 

 

第６ プロポーザル実施要領等の配布期間 

  １ 配布期間 

令和８年１月７日（水） から 令和８年１月２３日（金） 午後３時まで 

  ２ 配布方法 

蒲郡市のホームページ（教育政策課のページ）からダウンロードする。 

※原本の配布はしない。 

 

第７ 質問及び回答 

本プロポーザルの実施要領や業務仕様書（案）、手続きに関して質問がある場合

は、次に定めるところにより質疑応答書（様式２）により質問すること。 

１ 提出期間 

令和８年１月７日（水） から 令和８年１月１４日（水） 午後３時まで 

２ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

３ 提出方法 

担当部局のメールアドレスに電子メールで送付する。 

４ 回答方法 

令和８年１月19日（月）に、質問提出者名を伏せ、蒲郡市公式ホームページ上に当

該回答内容を掲載する。 

５ 留意事項 

⑴ 電子メール送信後、担当部局に到着していることを必ず確認すること。 

 ⑵ 提出された質問に関し、質問の意図を確認するため担当部局から質問提出者

へ問い合わせをする場合がある。 

 ⑶ 質問への回答は、提出された質問事項を取りまとめ、質問提出者名を伏せ、質

問者全員に送付する。 

 ⑷ 本プロポーザルの執行に関し担当部局が不適切と判断した質問については、回

答しない。 

 

第８ 参加表明手続 

  １ 参加表明書の提出 

参加希望者は、次のとおり参加表明書等を提出しなければならない。 
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なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと

認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。 

⑴ 提出書類 

・ 参加表明書（様式２） 

・ 業務実績書（様式３）  

※様式３において、「第４ 参加資格要件１」の業務実績等を整理し、報告する

こと 

・ 参加資格要件４に係る届出書（様式４） 

※様式４において、「第４ 参加資格要件２」に該当する者の経歴等を整理し、

報告すること 

・ 会社概要の分かるもの（様式は任意） 

⑵ 提出期間 

令和８年１月19日（月） から 令和８年１月23日（金） 午後３時（必着）まで 

⑶ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

⑷ 提出方法 

電子メール、持参、郵送（書留郵便に限る。）とする。 

⑸ 留意事項 

電子メールで書類の提出を行った場合は、提出期限までに担当部局に到着し

ていることを必ず確認すること。 

  ２ 参加資格の確認等 

⑴ 参加資格要件の確認及び提案書提出の要請 

第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和８年１月２８日（水）

に次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を通知する。併せて、参加資格要

件を有する者に、提案書の提出を要請する。 

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び提案書の提

出を要請する旨 

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由

並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

⑵ 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面（様式

は任意）により市長に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期間 

令和８年２月６日（金）までの休日を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

ウ 提出方法 

持参によること。（郵送、ファックス又は電子メールによるものは受け付けな

い。） 

⑶ 市長は、上記⑵の説明を求められたときは、令和８年２月１３日（金）までに説明
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を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

 

第９ 提案書の作成要領 

提案書の提出を要請された者（以下「提案者」という。）は、次に定めるところにより

提案書類を作成し、提出するものとする。 

  １ 提出書類 

・ 提案提出書（様式５） 

・ 企画書（様式は任意） 

・ 提案価格書（様式６） 

  ２ 提案内容 

企画書及び提案価格書には、次の事項について記載すること。 

⑴ 会社概要 

会社の概要及び複合機能を有する公共施設の整備・運営等に関するPFI

（BTO方式等）又はDBO方式におけるアドバイザリー業務等、本業務に類する業

務の実績について、成果を含めて記載すること。 

   ⑵ 業務実施方針 

    ア 本業務の遂行にあたり、提案者の業務執行体制について、担当者の人数と

各担当者の経験年数・保有資格・本業務に類する業務の実績及び担当業務を

含めて記載すること。 

    イ 本業務を実施する上で特に重要視する事項を含めた実施方針について、記

載すること。 

    ウ 本業務におけるスケジュール表を作成し、年や月を区切ったうえで、各業務

の実施時期について、記載すること。 

   ⑶ 業務提案 

    ア 事業者公募・選定等に係る支援（業務委託仕様書５⑵参照）について、考え

方を提案すること。 

    イ 選定委員会の運営等に係る支援（業務委託仕様書５⑶参照）について、考え

方を提案すること。 

    ウ 基本協定、各種契約の締結に係る支援（業務委託仕様書５⑷参照）につい

て、考え方を提案すること。 

    エ 関係調査の実施（業務委託仕様書５⑺参照）について、考え方を提案するこ

と。 

    オ がまごおり「みらいキャンバス」は、基本構想にて「共創」を基本理念、基本計

画にて「融合」と「成長」を基本方針に定めている。整備運営事業者の募集にお

いて、基本理念、基本方針を満たす提案を引き出すための手法や進め方等に

ついて、考え方を提案すること。 

    カ 追加提案として本市にとって有益なものがあれば、具体的な内容を提案する

こと。 

   ⑷ 提案価格書 
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     業務に係る事業費積算内訳を明記したうえで、消費税及び地方消費税相当額

を含む金額を記載すること。 

３ 作成上の注意事項 

 ⑴ 企画書は会社概要及び業務実施方針をＡ３版用紙上限５ページ以内、業務提

案をＡ３版用紙上限１０ページ以内で作成し、上記の順に記載すること。 

 ⑵ 提案価格内で実現できることを記載すること。 

 ⑶ 提案価格は契約上限金額を超えてはならない。 

 ⑷ 企画書の内容は、説明をしなくても企画書を読んで理解できる内容とし、明確

かつ定量的、具体的に記述すること。 

 ⑸ 一般的でない専門用語や造語、略語を用いる場合は、必要に応じて説明を付

記するなどの配慮を行うこと。 

 ⑹ 説明は文書をもって行い、図表等はその補助として用いること。図のみの説明

は認めない。 

４ 提出方法等 

 ⑴ 提出期限 

令和８年２月1０日（火） 午後３時必着 

 ⑵ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

 ⑶ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）とする。 

 ⑷ 提出部数 

印刷したもの１０部（正本１部、副本９部）に加え、データ化（書面で提出したもの

をＰＤＦ化）したものを保存した記憶媒体（ＣＤ－Ｒ）を１部提出する。 

５ 提案書類の著作権等の取扱い 

 ⑴ 提案書類の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

ただし、提案の審査や議会報告等に必要な場合には、提案者に承諾なく無償

で使用できるものとする。 

 ⑵ 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があると

きは、提出された提案書類の全部又は一部の複製等をすることができるものと

する。 

 ⑶ 市は、提案者から提出された提案書類について、蒲郡市情報公開条例（平成１０

年蒲郡市条例第１号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができ

るものとする。 

第１０ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

１ 参加資格要件を満たしていない場合 

２ 参加表明書の提出時点で蒲郡市入札参加資格者名簿へ登録手続き中であった

場合において、提案書の提出時点で蒲郡市入札参加資格の審査が完了していな

い場合 
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３ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

４ 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事

項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

５ 契約上限金額を超える提案をした場合 

６ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

７ 選定委員に対し、当該選定に係る接触の事実が認められた場合 

 

第１１ 提案書類の審査及び評価 

１ 選定委員会の設置 

提案書類の審査、評価及び受託候補者の特定を行うため、市で構成する、がまご

おり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務プロポーザル選定

委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

２ プレゼンテーション等の実施 

選定委員会において、提案内容をより理解するため、提案書に係るプレゼンテー

ション及びヒアリングを次のとおり行う。 

 ⑴ 実施方法 

ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明２０分以内、質疑１５分の

計３５分程度とする。 

イ 提案追加資料の配付は禁止するが、提出された提案書と同一の図案や写真

を用いたスライドの使用は可能とする。なお、スライドを使用する場合、大型モ

ニター等（プロジェクター及びスクリーンの場合あり）に関しては本市で準備す

るが、その他必要な機器は、プレゼンテーション参加者において用意すること。 

ウ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて３名までとする。 

エ 欠席をした場合は、提案書の審査、評価及び特定から除外する。 

 ⑵ 実施日及び場所 

令和８年２月１９日（木） 蒲郡市役所（蒲郡市旭町１７番１号） 

※時間等詳細については、別途通知する。 

３ 審査項目及び評価基準 

   提案書類及びプレゼンテーション等により、次の審査項目について、別紙１で示す

評価基準に基づき審査及び評価を行う。 

⑴ 会社概要 

⑵ 業務実施方針 

⑶ 業務提案 

⑷ 提案価格 

４ 受託候補者等の特定方法 

選定委員会において、上記３の審査及び評価を踏まえ、次の方法で受託候補者

及び次点候補者（以下「受託候補者等」という。）の特定を行う。 

⑴ 受託候補者の特定 

各委員の採点に基づき各提案者に順位を付け、第１順位の最も多い提案者を
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受託候補者として特定する。ただし、第１順位の最も多い提案者が２者以上いる

ときは、選定委員会において、各委員の採点結果を踏まえた上で、合議により受

託候補者を特定することとする。なお、選定委員会の審議により、当該業務の内

容に適合した履行の確保が見込めないと判断された場合には、受託候補者を特

定しないことができるものとする。 

⑵ 次点候補者の特定 

各委員の採点に基づき各提案者に順位を付け、受託候補者を除いて第１順位

の最も多い提案者を次点候補者として特定する。ただし、受託候補者を除いて第

１順位の最も多い提案者が２者以上いるときは、選定委員会において、各委員の

採点結果を踏まえた上で、合議により次点候補者を特定することとする。なお、選

定委員会の審議により、当該業務の内容に適合した履行の確保が見込めないと

判断された場合には、次点候補者を特定しないことができるものとする。 

５ 審査結果の通知 

⑴ 受託候補者等を特定したときは、令和８年２月２５日（水）に提案者に対し、次の

事項を通知するものとする。 

ア 受託候補者名 

イ 受託候補者等にあっては、今後の契約手続の旨 

ウ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理

由について説明を求めることができる旨 

⑵ 受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任

意）により市長に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期間 

令和８年３月２日（月）までの休日を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

ウ 提出方法 

持参によること。（郵送、電子メール又はファクシミリによるものは受け付けな

い。） 

⑶ 市長は、上記⑵の説明を求められたときは、令和８年３月９日（月）までに説明

を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

６ 特定結果の公表 

受託候補者等と契約を締結したときは、次の事項を公表するものとする。 

⑴ 業務名 

⑵ 業務内容及び業務期間 

⑶ 受託者の名称及び所在地 

 

第１２ 契約に関する基本事項 

１ 契約の締結 

契約に当たっては、本市と受託候補者が業務委託仕様書（案）をもとに当該業務の
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内容及び価格等について協議を行い、合意の上、随意契約の方法により契約を締結

する。ただし、受託候補者との協議が整わなかった場合は、次点候補者と協議を行う。 

２ 契約保証金 

蒲郡市契約規則第２６条の規定による。 

３ 契約書作成の要否 

要する。 

４ 支払条件 

年度ごとの支払いとする。 

 

第１３ 参加の辞退 

本プロポーザルへの参加を表明した後、参加を辞退する場合は、遅滞なく辞退届（様

式７）を作成し、担当部局へ提出すること。 

 

第１４ その他 

１ 選考結果についての異議申し立ては、一切受け付けない。 

２ 本プロポーザルへの参加を表明した者が１者しかいない場合であっても、企画提

案書及びプレゼンテーションにより選定を行う。この場合、評価基準点が５０％未満

であれば、受託候補者として選定しない。 

３ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

４ 参加表明及び提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とす

る。 

５ 提出された書類は、返還しない。 

６ 本プロポーザル実施要領に定めるもののほか必要な事項については、担当部局に

おいて定める。 
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別図１ がまごおり「みらいキャンバス」プロジェクトに係る想定スケジュール 

時 期 内 容 

令和８年４月 
がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザ

リー業務（本業務） 開始 

令和９年１月 整備運営事業者選定に係る公募 開始 

令和９年１２月 整備運営事業者 決定 

令和１０年１月 設計業務 開始 

令和１１年３月 設計業務 完了 

令和１１年７月 建設工事 開始 

令和１３年９月 建設工事 完了 

令和１３年度末 新施設 開館 

※ 想定スケジュールは、今後選定される DBO 事業者の提案により変更することも見

込まれる。 



がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務 評価基準 

審査項目 評価のポイント 配点 

評価区分及び点数 

特に優れ 

ている 

優れて 

いる 
標準 

やや 

不充分 
不充分 

実施体制 

①業務実施体制 
業務を実施できる人員又は技術力が確保されているか。 

本市の要望等に迅速・柔軟に対応できるか。 
10 10 7 5 2 0 

②業務実績 

同種、同類の業務経験を有しているか。 

件数だけでなく、実績の内容・成果が本業務にふさわしいも

のかも評価する。 

10 10 7 5 2 0 

企 画 提 案

内容 

③提案内容の適

格性 

事業目的を正しく理解し、その実現に有効な方針が示されて

いるか。 
20 20 15 10 5 0 

④提案内容の独

創性 
提案内容に独自性があり、新たな視点からの工夫があるか。 10 10 7 5 2 0 

⑤提案内容の実

現性 
実施方法が具体的で、円滑な業務履行が可能か。 10 10 7 5 2 0 

⑥参考見積 提示された見積金額に基づき評価する。 30 提案価格に応じて配分 

ヒアリング・ 

プレゼンテ

ーション 

⑦業務方針、方

法の適格性 
提案内容及び業務方針・方法は、一貫しているか。 10 10 7 5 2 0 

 

別紙１ 



 

質疑応答書 
 

委託業務名 がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務 

質問日 年 月 日 

会社名  所属  

担当者名  電話  

電子メール  

 

No. 区分 
ページ 

項番等 
質問内容 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※「区分」は、実施要領、仕様書案、様式 XX 等の区分を記載すること 

※「質問内容」は、質問内容を具体的かつ簡潔に記載すること 

※電子メール送信後、担当窓口に到着していることを必ず確認すること。 

 

送付先アドレス ： mirai-canvas@city.gamagori.lg.jp 

担当窓口 ： 蒲郡市教育委員会教育政策課 みらいキャンバス係 0533-66-121９ 

様式１ 



参 加 表 明 書 

 

年   月   日 

 

 蒲郡市長 様 

 

                   住所（所在地） 

                   名称又は商号 

                   代表者職氏名           

 

 下記業務のプロポーザル方式による提案書の募集について、必要書類を添えて、参加

の希望を表明します。 

 なお、本書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないこと及び本業務に係る公募型

プロポーザル実施要領第４に定める参加資格要件を満たしていることを誓約します。 

 

記 

 

１ 業務名 

がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務 

 

２ 蒲郡市での入札参加資格者名簿登録の有無 

（無の場合は、提案書の提出までに蒲郡市入札参加資格の審査が完了していること） 

 

   有 （対象業務：                     ） 

 

   無 

 

 

【担当者連絡先】所属・氏名・電話番号 

様式２ 



業 務 実 績 書 

自治体名等 履行期間 
業務名および 

契約額 

記入例） 

蒲郡市 

 

○年○月～○年○月 蒲郡市○○整備運営事業者選定アドバイザリー業務 

契約額：10,000,000 円 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

記載要領 

１ 平成２７年４月１日から令和７年３月３１日までの、地方公共団体等が発注する本業務に類する

業務に関する履行実績を記載すること（最大１０件まで）。行が不足する場合は、適宜追加して

記載すること。 

２ 契約書の写し等、記載内容を確認することができる書類を添付すること。 

様式 3 



 

参加資格要件４に係る届出書 

① 統括責任者の経歴等 

（フリガナ） 

氏 名 
 

所属・役職  

学歴・職歴 

（学歴は最終学歴 

のみ記載） 

 

ミ
公
立
図
書
館
ビ
分
館
⽙
除
⼖
ピ
ム
又
⼶
ミ
座
席
数
㖵
㖰
㖰
席
以
上
⼵
⾘
⼇
⾨
施
設
ム
⼵
⼋
⼡
⽓
⼒
⽙ 

含
⽚
⼧
複
合
機
能
⽙
有
⼠
⽒
公
共
施
設
⼵
整
備
ヅ
運
営
等
⼲
関
⼠
⽒
⽟
⾆
⾍
⽡
⽳
⾧
⼇
業
務
の
経
験 

業務名 業務概要 履行期間 自治体名 

 

 

 

 

 ～  

 

 

 

 

 ～  

 

 

 

 

 ～  

 

 

 

 

 ～  

 

 

 

 

 ～  

 

※１ 本プロポーザル実施要領「第４ 参加資格要件２」に記載する業務の経験について、１件以

上５件まで記載してください。 

※２ 業務経験等については、適宜枠を広げ記載してください。 

様式４ 



 

 

提 案 提 出 書 

 

年   月   日 

 

 蒲郡市長 様 

 

                         住所（所在地） 

                         名称又は商号 

                         代表者職氏名           

 

 

下記の業務について、提案書類を提出します。 

 

記 

 

業務名  がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務 

 

 

 

 

 

 

 

【担当者連絡先】所属・氏名・電話番号 

 

様式５ 



 

 

提 案 価 格 書 

 

年   月   日 

 

 蒲郡市長 様 

 

                            住所（所在地） 

                            名称又は商号 

                            代表者職氏名           

 

下記の業務について、価格を提案します。 

 

記 

 

業務名  がまごおり「みらいキャンバス」整備運営事業者選定アドバイザリー業務 

 

提案価格  金            円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

※消費税及び地方消費税相当額を含む金額を記載すること。 

※金額の当初に「金」を記載すること。 

※別途、業務に係る事業費積算内訳を添付（様式は任意）すること。 

 

 

 

【担当者連絡先】所属・氏名・電話番号 

 

様式６ 



 

辞  退  届 

 

年   月   日 

 

 蒲郡市長 様 

 

                             住所（所在地） 

                             名称又は商号 

                             代表者職氏名           

 

令和  年  月  日付けで参加表明した がまごおり「みらいキャンバス」整備運営

事業者選定アドバイザリー業務に係るプロポーザルについて、辞退届を提出します。 

 

辞 退 理 由  

 

【担当者連絡先】所属・氏名・電話番号 

 

様式７ 


